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o 12月末日住民登録 a 

（前月比） 
人 口 9.645( -13) 

男 4.592( -9 ) 
女 5.053（ 一4 ) 

世 Ii 3. 179( -f 7 ) 

【整然とした赤池町消防団員のみなさん】 

わ が 町 を 守 る 
火消し男の心意気 下田川4カ町連合消防出初め式 

ド出川4 カ町連合消防出初め式が、 1 月 
9 日、金田小学校校庭で行われました。 
寒風の中、赤池、金田、方城、糸田から、 

約470人の消防団員と、22台の消防車が参 
加、その雄姿を披露しました。 
式では、人員服装点検、機械器具点検、 

分列行進、各表彰状の授与などが行われ、 
日ごろの訓練の成果を発揮しました。 
赤池町からは、 121人が参加し、表彰さ 

れた団員は、次の方です。 
【福岡県消防協会長表彰】 
《優良消防団員表彰〉 
太田政文（1分団団員）、松枝信昭（2 分団 
団員）、奥永栄一（3 分団団員）、堀池政夫（ 

4 分団班長）、今川真行（5 分団団員）、小松 
義信（6分団団員）、北川勝（本部班長） 
《永年勤続表彰》 
城野三男（本部副本部長）40年 
【県消防協会田川郡支部長表彰】 
亀谷徳光（3 分団部長）、河崎義美（4 分団 
部長） 
【町長表彰】 
城野豊文（1分団部長）、谷頭浩二（2 分団 
部長）、小島京二（3 分団部長）、木下繁（4 
分団団員）、長野誠一（5 分団団員）、小源寺 
正文（6 分団団員）、中原和義（本部団員） 
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つ

り

 
（
と
じ
て
保
存
し
て
く
だ
さ
い
）
 

フ 
ノ 

和
名
 
如
月
（
き
さ
ら
ぎ
）
 

立
春
が
す
ぎ
た
の
に
寒
い
、
と
ば
か
 

り
に
衣
服
を
重
ね
る
。
 
そ
の
た
め
二
月
 

を
着
更
衣
と
い
う
。
 

1
日
（
火
）
 

2
日
（
水
）
 

3
日
（
木
）
 

4
日
（
金
）
 

7
日
（
月
）
 

8
日
（
火
）
 

11 

日
（
金
）
 

14 

日
（
月
）
 

15 

日
（
火
）
 

16 

日
（
水
）
 

17 

日
（
木
）
 

18 

日
（
金
）
 

21 

日
（
月
）
 

22 

日
（
火
〕
 

25 

日
（
水
）
 

28 

日
（
月
）
 

覚
せ
い
剤
・
麻
藁
事
犯
取
 

締
り
強
化
月
間
 

成
人
病
予
防
週
間
 

一
一
日
灸
一
 

節
分
 

立
春
 

心
配
ご
と
相
談
（
畿
り
じ
 

北
方
領
土
の
日
 

事
は
じ
め
 

建
国
記
念
日
 

聖
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
 

エ
ン
ゼ
ル
ク
イ
ズ
締
切
り
 

昭
和
五
十
七
年
分
所
得
税
 

の
確
定
申
告
（
」
月
 1
5
 

巴
 

心
配
ご
と
相
談
（
一
礎
り
と
 

三
種
混
合
（
画
転
ね
為
）
 

乳
児
保
育
相
談
（
画
瓢
騒
振
）
 

税
務
署
の
納
税
相
談
（
商
 

工
会
）
 

税
理
士
の
無
料
納
税
相
談
 

（
商
工
会
）
 

胃
ガ
ン
検
診
（
総
籍
購
）
 

献
血
（
「
書
競
鷲
誌
竺
 

春
の
全
国
火
災
予
防
運
動
 

2目は国民健康保検税6期分の納税月です 
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（歳出決算領〉 

単位：億円 

類似団体との指数比較 

（経常収支比率） （地方債現在高） 
単位：％ 単位：億円 

（起債制限比率） 

単位 
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桂 川 町 ノ > > 

・N
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区 分 30 10 30 60 80 90 100 110 120 20 30 40 50 60 70 10 15 20 25 30 

赤 池 町 の 財 政 力 指 数 
（決算統計による） 

経常収支比率 地方債現在高 公債費比率 起債制限比率 

104.8% 69億3.500万円 30.5% 28.9% 

経常収支比率 ~ 
人件費や物件費などの経常経費に対し、町税や地方交付税などの経常的一般財 

源がどれだけ使われたかを示す比率。70%~ 80％が標準で100 を超えると収入以 
Lに支出しているということになります。 

コトイ責費上ヒ率 ~ 
町債償還に要した経費が標準財政規模（普通交付税や町税のように常に収入さ 

れる経費で標準的な行政活動を行うだめ必要な一般財源の総量を表わすJ に占め 
る割合を表わす数字。 

通常15％を超えると黄信号、20％を超えると赤信号といわれています。 

起債制限上ヒ率 I 
公債費比率を出すときに、災害復旧、同和、過疎事業等の事業で実施した借金 

の一ー部が除かれますが、さらに失業対策で実施された緊就、開就、特開事業や学 

校建設等の事業による借金の一部を除いて算出された比率。 

20％を超すと借金（町債） を制限されます。 

昭和56年度財政公表 
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士
一
月
定
例
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で
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昭
和
五
十
六
年
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計
決
算
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認
定
さ
れ
 

ま
し
た
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歳
入
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四
十
四
億
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百
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万
五
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円
で
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よ
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約
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億
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千
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円
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す
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歳
出
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四
十
六
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千
六
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十
一
万
二
千
円
で
、
 

昨
年
よ
り
約
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億
五
千
万
円
の
の
び
と
な
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す
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引
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翌
年
度
の
繰
越
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源
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八
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千
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質
収
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の
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六
年
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依
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と
し
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財
政
と
な
っ
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い
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す
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こ
の
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十
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歳
入
を
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り
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入
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足
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補
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ま
し
た
。
 

町
は
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極
度
の
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政
逼
迫
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に
陥
っ
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十
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、
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縮
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独
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。
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を
お
願
い
し
ま
す
。
 

昭和56年度ー般会計歳入歳出決算状況 
⑥歳出決算額の伸び（一般会計） 

財産収入 

1億6.521万3千円 
2億3.700万8千円 

2億3.167万3千円 (3.8%) 

地方交付税 

14億1.686万1千円 

(32.2%) 

その他 
(5.4%) 
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56 55 54 

歳 入 

44億296万 
5千円 

52 53 
年度 

⑥町債の現在高（普通会計） 

国庫支出金 

10億4.600万2千円 

(23.8%) 

町 債 

9億4.950万円 

(21.6%) 
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町民1 人当りの使い道 前年度繰上充用金 

1億9.194万6千円 

(4.2%) 

昭和56年度特別会計決算の状況 

国庫支出金 
108. 383円 

地方交付税 
146.8 10円 

民 生 賢 

77.508円 

公 債 費 
115.843円 2億3.578万 

7千円 

県支出金 財産収入 
36・961円 17.119円 

町 債 
98. 384円 

労 働 費 

84.521円 

、ザ 
口T 玉H 

く vJ n旦 

農林水 
産業費 

24.431円 

教 育 費 
31 .947円 

土 木 費 
53.240円 

総 務 費 
27.892円 

3? 
そ の 他 
43.0“円 

歳 出 

-2 億6.918万3千円 

区 分 歳 入 歳 出 差 引 額 累 積 額 

町立病院事業 4億0.016万円 4億5.031万円 
△ 
5.015万円 

△ 
3億0.399万円 

上水道事業 1億6.526万円 2億0.258万円 
A 

3.732万円 

△ 
3億4.720万円 

康
業
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事
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3億4.260万円 3億3.311万円 949万円 
××、 

住宅新築資金 
等貸付事業 

3億3.163万円 3億1.763万円 1 .400万円 × 
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【昭和56年度から弱年度まで3 カ年計画でエ事 
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越
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廿
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了
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た
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、
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か
っ
た
経
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を
繰
越
し
て
支
出
す
る
事
 

業。 
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一昭和57年12月定例町議会＝一 

成
人
式
 
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
 

今
年
、
成
人
を
迎
え
た
み
な
さ
ん
に
 

感
想
な
ど
を
伺
っ
て
み
ま
し
た
。
イ
ン
 

タ
ビ
ュ
ー
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。
 

m
成
人
を
迎
え
て
の
感
想
は
？
 

②
あ
な
た
の
今
年
の
抱
負
は
？
 

⑧
町
に
対
し
て
の
ご
意
見
、
望
む
こ
と
 

ま？・ 

議
案
 15 

・
請
願
3

・
陳
情
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・
報
告
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昭
和
五
十
七
年
十
二
月
定
例
議
会
は
、
十
二
月
十
六
日
か
ら
二
十
 

五
日
ま
で
十
日
間
の
会
期
で
行
わ
れ
、
昭
和
五
十
六
年
度
一
般
会
計
 

決
算
な
ど
、
十
五
の
議
案
が
上
程
さ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
ど
お
り
可
 

決
さ
れ
ま
し
た
。
 

そ
の
ほ
か
、
第
七
支
所
公
民
館
建
設
に
関
す
る
請
願
な
ど
、
三
件
 

の
請
願
と
、
三
件
の
陳
情
、
土
地
開
発
公
社
決
算
報
告
、
 
一
般
質
問
 

な
ど
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
 芹川良江、 

（東町） 

決 

算 

認 

定 

次
の
次
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。
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築
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〇
昭
和
五
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別
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計
赤
池
町
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民
健
康
保
険
歳
入
歳
出
決
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こ
の
昭
和
五
十
六
年
度
決
算
に
つ
い
 

て
は
、
二
面
、
三
面
の
 
「
昭
和
五
十
六
 

年
度
財
政
公
表
」
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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〇
昭
和
五
十
七
年
度
赤
池
町
一
般
会
計
 

補
正
予
算
壮
九
千
八
百
九
十
万
二
千
 

円
の
追
加
補
正
で
予
算
総
額
四
十
二
億
 

一
千
五
百
万
一
千
円
に
な
り
ま
し
た
。
 

地
方
交
付
税
が
主
な
歳
入
で
、
歳
出
で
 

は
、
農
業
振
興
同
和
対
策
費
の
市
場
共
 

同
作
業
所
新
設
工
事
、
消
防
団
員
退
職
 

報
償
費
、
開
発
公
社
貸
付
金
な
ど
が
主
 

な
も
の
で
す
。
 

〇
昭
和
五
十
七
年
度
赤
池
町
国
民
健
康
 

ー
ー
 

) 
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保
険
事
業
勘
定
特
別
会
計
補
正
予
算
 

‘
三
億
六
千
三
百
六
十
六
万
一
千
円
 

に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
一
千
百
八
十
六
 

万
七
千
円
を
追
加
補
正
し
総
額
三
億
七
 

千
五
百
五
十
二
万
八
千
円
と
な
り
ま
し
 

た。 

条

例

の

一

部

改

正

 

〇
赤
池
町
特
別
会
計
設
置
条
例
の
一
部
 

改
正
 

〇
赤
池
町
重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
の
 

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
 

〇
赤
池
町
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
 

改
正
 

以
上
三
つ
の
条
例
改
正
議
案
は
、
い
 

ず
れ
も
二
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
老
 

人
保
健
法
に
伴
い
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
 

〇
赤
池
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
 

職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
 

一
部
改
正
‘
国
の
支
給
基
準
の
改
正
 

に
準
じ
て
退
職
報
償
金
が
増
額
さ
れ
ま
 

し
た
。
 

委 

員 

〇
赤
池
町
教
育
委
員
会
委
員
の
選
任
井
 

馨
 

昭
和
五
十
七
年
度
の
成
人
式
が
、
 
一
月
三
日
、
同
和
対
策
中
央
研
修
所
 

馨
 
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
今
年
は
、
男
子
五
十
六
人
、
女
子
六
十
四
人
の
百
一
一
 

馨
 
十
人
が
該
当
。
当
日
は
、
小
雨
模
様
で
し
た
が
、
や
は
り
女
子
は
振
り
そ
 

畿
 
で
が
主
流
で
、
ハ
カ
マ
姿
の
女
性
も
数
人
見
受
け
ま
し
た
。
 

畿
 

式
で
は
、
町
長
、
議
長
は
じ
め
、
中
学
時
代
の
恩
師
、
坂
口
清
先
生
の
 

畿
 
祝
詞
や
激
励
の
言
葉
が
贈
ら
れ
た
あ
と
、
新
成
人
を
代
表
し
て
稲
荷
町
の
 

畿
 
田
中
浩
二
さ
ん
が
「
自
信
と
勇
気
と
誇
り
を
持
っ
て
努
力
し
ま
す
。
」
と
 

馨
 
力
強
く
宣
誓
。
そ
の
あ
と
、
新
成
人
の
小
学
校
か
ら
中
学
校
時
代
の
ア
ル
 

麟
 
バ
ム
に
よ
る
ス
ラ
イ
ド
で
運
動
会
や
修
学
旅
行
の
よ
う
す
が
写
し
出
さ
れ
、
 

帯
 
と
て
も
な
つ
か
し
そ
う
で
し
た
。
最
後
に
、
お
酒
で
乾
杯
し
た
あ
と
、
各
 

馨
 
人
が
 
「
二
十
歳
の
旅
立
ち
」
 
と
題
し
て
、
思
い
思
い
の
願
い
を
書
い
た
短
 

馨 馨 馨 

ざ
く
を
風
船
に
つ
け
て
大
空
に
離
し
、
式
を
終
了
し
ま
し
た
。
 

な
お
、
今
年
の
出
席
者
は
、
九
十
一
人
で
昨
年
よ
り
約
二
十
バ
か
ト
の
増
 

で
し
た
。
 

前
進
あ
る
の
み
 

鶴留信男4 

（伏原） 

m
感
想
は
別
に
あ
り
ま
せ
ん
が
、
 
一
言
 

前
進
あ
る
の
み
で
す
。
 

②
人
生
の
抱
負
は
企
業
の
社
長
に
な
る
 

こ
と
で
す
。
 

⑧
も
っ
と
企
業
や
、
福
祉
施
設
を
増
し
 

て
ほ
し
い
。
 

試
験
に
合
格
す
る
こ
と
 

馨
 

馨
 

馨
 

畿
 

馨
 

馨
 

馨
 

馨
 

馨
 

馨
 

馨
 

馨
 

撒
 

馨
 

m
複
雑
な
気
持
ち
で
す
。
今
は
、
と
に
 

か
く
二
十
年
間
、
無
事
に
生
き
て
こ
 

ら
れ
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
で
す
。
 

②
教
員
採
用
試
験
に
合
格
す
る
こ
と
で
 

す。 

⑧
別
に
あ
り
ま
せ
ん
。
 

一
票
の
重
さ
を
 

考
え
て
み
た
い
 

小松千秋4 

（大浦） 

m
今
、
私
が
感
心
を
持
っ
て
い
る
の
は
、
 

二
十
歳
に
な
っ
て
選
挙
権
を
得
て
、
 

初
め
て
政
治
に
参
加
で
き
る
と
い
う
 

こ
と
で
す
。
幸
に
も
、
今
年
は
、
赤
 

池
町
の
大
事
な
選
挙
が
四
月
に
行
わ
 

れ
ま
す
。
今
ま
で
は
、
興
味
を
持
っ
 

欠
員
を
生
じ
て
い
た
委
員
の
後
任
と
 

し
て
秦
住
雄
氏
（
大
字
赤
池
一
八
九
番
 

地
ノ
二
、
五
十
九
歳
）
が
選
任
さ
れ
ま
 

し
た
。
 

〇
赤
池
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
の
 

選
任
に
つ
い
て
 
」
委
員
で
あ
っ
た
 

香
月
昌
憲
氏
（
大
字
上
野
三
、
四
二
九
 

番
地
、
四
十
八
歳
）
が
任
期
満
了
と
な
 

っ
た
た
め
、
同
氏
が
再
任
さ
れ
ま
し
た
。
 

専 

決 

処 

分 

o
専
決
処
分
の
承
認
‘
町
職
員
、
町
議
 

会
議
議
員
の
期
末
、
勤
勉
手
当
の
支
給
 

日
を
専
決
処
分
で
改
正
し
て
い
た
の
が
、
 

承
認
さ
れ
ま
し
た
。
 

エ 

事 

工
事
予
定
価
格
の
金
額
が
、
い
ず
れ
 

も
三
千
万
円
を
下
ら
な
い
た
め
議
会
の
 

議
決
を
得
ま
し
た
。
 

〇
赤
池
町
総
合
住
宅
団
地
汚
水
処
理
設
 

置
工
事
非
二
月
よ
り
分
譲
開
始
す
る
 

瀬
ケ
谷
住
宅
団
地
の
汚
水
施
設
に
つ
い
 

て
林
工
業
輔
と
随
契
し
、
四
月
三
十
日
 

ま
で
の
工
期
で
工
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
 

〇
赤
池
団
地
調
整
池
新
設
工
事
壮
赤
池
 

工
場
団
地
下
に
調
整
池
を
設
置
す
る
 

も
の
で
、
入
札
の
結
果
、
赤
池
の
有
限
 

会
社
柴
政
建
設
が
落
札
し
、
六
月
三
十
 

日
ま
で
の
工
期
で
工
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
 

そ 

の 

他 

〇
昭
和
五
十
七
年
度
赤
池
町
老
人
保
健
 

特
別
会
計
井
老
人
保
健
法
施
行
に
伴
 

い
新
た
に
予
算
計
上
さ
れ
ま
し
た
。
歳
 

‘

ー

／

 

ー

〉

 '
！
ノ
 

て
い
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、
明
る
い
 

町
並
み
、
良
い
地
域
を
創
る
た
め
、
 

私
の
持
つ
一
票
の
重
さ
を
こ
れ
か
ら
 

考
え
て
み
た
い
で
す
。
 

②
早
く
い
い
人
を
見
つ
け
て
、
か
わ
い
 

い
赤
ち
ゃ
ん
が
ほ
し
い
で
す
。
 

⑧
税
金
を
安
く
し
て
ほ
し
い
。
 

責
任
の
重
さ
 

を
感
じ
る
 

秦 美佳4 

（徳人原） 

m
大
人
に
な
っ
て
、
な
ん
と
な
く
自
由
 

に
な
っ
た
気
持
ち
と
、
自
由
に
必
ず
 

伴
う
責
任
の
重
さ
を
つ
く
づ
く
感
じ
 

て
い
ま
す
。
二
十
年
間
、
な
に
ご
と
 

も
な
く
成
長
で
き
た
こ
と
を
、
両
親
 

に
感
謝
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

②
無
事
、
短
大
を
卒
業
す
る
こ
と
で
す
。
 

⑧
別
に
あ
り
ま
せ
ん
。
 

若
い
力
を
町
政
に
 

深見浩幸4 

（原田） 

m
こ
の
成
人
式
を
機
会
に
大
人
と
し
て
 

の
自
覚
を
持
ち
、
責
任
あ
る
行
動
を
 

と
っ
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

②
一
日
一
日
を
大
切
に
し
、
充
実
し
た
 

入
歳
出
は
そ
れ
ぞ
れ
三
千
四
百
七
十
八
 

万
二
千
円
で
す
。
 

o
田
川
郡
町
村
公
平
委
員
会
共
同
設
置
 

規
約
の
一
部
変
更
に
関
す
る
協
議
」
 

田
川
地
区
伝
染
病
組
合
、
田
川
地
区
斉
 

場
組
合
よ
り
、
同
委
員
会
へ
加
入
要
望
 

が
あ
り
、
加
入
さ
せ
る
こ
と
の
協
議
が
 

な
さ
れ
ま
し
た
。
 

請 

願 

陳 

情 

次
の
請
願
、
陳
情
が
審
議
さ
れ
ま
し
 

た。 
o
優
生
保
護
法
の
改
正
に
関
す
る
請
願
 

」
厚
生
委
員
会
へ
付
託
、
継
続
審
査
 

〇
旧
軍
人
軍
属
恩
給
欠
格
者
の
処
遇
に
 

関
す
る
請
願
→
厚
生
委
員
会
へ
付
託
、
 

継
続
審
査
 

〇
第
七
支
所
公
民
館
建
設
に
関
す
る
請
 

願
‘
総
務
委
員
会
へ
付
託
、
継
続
審
 

査
 

〇
母
子
寡
婦
家
庭
の
医
療
の
公
費
助
成
 

に
関
す
る
陳
情
」
採
択
 

〇
国
鉄
の
分
割
、
民
営
化
に
反
対
す
る
 

陳
情
井
総
務
委
員
会
へ
付
託
 

〇
優
生
保
護
法
改
正
反
対
に
関
す
る
陳
 

情
孔
厚
生
委
員
会
へ
付
託
、
継
続
審
 

査
 

般 

質 

間 

次
の
一
般
質
問
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

〇
人
事
院
勧
告
凍
結
と
完
全
実
施
要
求
 

の
対
応
、
地
方
交
付
税
対
策
に
つ
い
 

て
 

〇
人
事
院
勧
告
と
年
末
手
当
に
つ
い
て
 

〇
職
業
差
別
に
つ
い
て
 

U
 

J
 

学
生
生
活
を
送
り
た
い
。
 

⑧
こ
れ
か
ら
も
若
い
力
を
ど
ん
ど
ん
活
 

用
し
、
明
る
く
住
み
よ
い
町
に
発
展
 

さ
せ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
 

責
任
あ
る
行
動
を
 

沖 さゆ‘I、 

（市場） 

m
ひ
と
り
の
大
人
と
し
て
新
し
い
道
を
 

歩
く
の
だ
か
ら
、
今
ま
で
み
た
い
な
 

子
ど
も
じ
み
た
考
え
を
捨
て
、
責
任
 

感
の
あ
る
行
動
を
取
っ
て
い
き
た
い
 

と
思
い
ま
す
。
 

②
充
実
し
た
一
年
に
し
た
い
と
思
い
ま
 

す。 

⑧
町
の
財
政
を
建
て
直
し
、
町
民
の
輪
 

を
大
き
く
広
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
 

す。 後
悔
し
な
い
よ
う
全
力
で
 

沼口康之、 

（鋤木田） 

m
ま
た
た
く
間
に
二
十
歳
に
な
っ
た
よ
 

う
な
気
が
し
ま
す
。
 

②
後
悔
し
な
い
よ
う
、
 
一
日
一
日
を
大
 

切
に
全
力
を
つ
く
す
よ
う
な
日
々
を
 

送
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
 

⑧
若
い
力
、
若
い
考
え
を
ど
ん
ど
ん
町
 

政
に
取
り
入
れ
て
も
ら
い
た
い
と
思
 

い
ま
す
。
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第241 号 

今月からスタート 

老人保健制度 1 
こ
れ
だ
け
は
知
っ
て
お
こ
う
 

本格的な高齢化社会にそなえて 

実
際
の
医
療
 

の
受
け
方
 

老
人
保
健
制
度
の
医
療
に
つ
い
て
、
 

ぜ
ひ
知
っ
て
お
き
た
い
点
を
ま
と
め
て
 

み
ま
し
た
。
 

医
 
療
 
の
 
対
 
象
 
者
 

老
人
保
健
の
医
療
は
、
七
十
歳
以
ト
 

の
加
入
者
お
よ
び
六
十
五
歳
以
上
、
七
 

十
歳
未
満
で
寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
 

あ
る
医
療
保
険
の
加
入
者
が
対
象
と
な
 

り
ま
す
。
 

た
だ
し
、
六
十
五
歳
以
上
、
七
十
歳
 

。
 

三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
」
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
 

本
格
的
な
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
前
に
、
今
後
、
国
民
の
老
後
の
健
康
 

を
ど
の
よ
う
に
確
保
し
て
ゆ
く
か
 

こ
こ
数
年
に
わ
た
り
検
討
が
続
 

け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
 
こ
の
二
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
『
老
人
保
健
制
度
』
 

は
、
こ
の
よ
う
な
検
討
の
結
果
生
ま
れ
た
全
く
新
し
い
制
度
で
す
。
 

老
人
保
健
制
度
は
、
壮
年
期
か
ら
の
総
合
的
な
保
健
対
策
を
推
進
し
、
 

国
民
が
健
康
な
老
後
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
老
人
の
医
 

療
費
を
国
民
が
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
を
主
な
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
o
 

三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
三
」
三
三
一
三
三
三
三
三
三
三
三
 

未
満
の
人
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
 

寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
と
い
う
 

町
長
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
 

せ
ん
。
 健

康

手

帳

の

交

付

 

医
療
は
、
七
十
歳
の
誕
生
日
ま
た
は
 

寝
た
き
り
な
ど
の
状
態
に
あ
る
旨
の
認
 

定
を
受
け
た
月
の
翌
月
（
認
定
を
受
け
 

た
日
が
月
の
初
日
で
あ
る
場
合
は
、
そ
 

の
月
）
か
ら
開
始
さ
れ
ま
す
。
 

今
ま
で
の
老
人
医
療
費
受
給
者
証
の
 

代
わ
り
に
健
康
手
帳
が
交
付
さ
れ
ま
す
 

こ
れ
は
、
医
療
の
受
給
資
格
を
証
明
し
 

医
療
と
日
常
の
健
康
管
理
に
役
立
た
せ
 

る
た
め
に
健
康
診
査
な
ど
の
結
果
を
記
 

録
す
る
も
の
で
す
。
医
療
を
受
け
る
場
 

合
に
は
、
こ
の
健
康
手
帳
に
保
険
証
を
 

添
え
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

医
 

療
 

の
 

給
 

付
 

老
人
保
健
の
医
療
は
、
健
康
保
険
や
 

国
民
健
康
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い
る
病
 

院
、
診
療
所
ま
た
は
医
師
の
処
方
せ
ん
 

に
よ
り
医
薬
品
を
販
売
、
授
与
す
る
薬
 

局
で
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

医
療
の
給
付
は
、
健
康
保
険
の
場
合
 

と
同
様
で
す
。
 

費

用

 の
 
一

部

負

担

 

こ
れ
ま
で
の
老
人
医
療
費
支
給
制
度
 

で
は
、
や
や
も
す
れ
ば
健
康
に
対
す
る
 

自
覚
を
弱
め
、
行
き
過
ぎ
た
受
診
を
招
 

い
て
い
る
と
い
っ
た
問
題
が
指
摘
さ
れ
 

て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
老
人
の
方
 

が
た
に
健
康
へ
の
自
覚
を
持
っ
て
い
た
 

だ
き
、
適
切
な
受
診
を
お
願
い
す
る
と
 

い
う
見
地
か
ら
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
 

す。 外
来
（
通
院
）
の
場
合
は
、
そ
の
月
 

の
最
初
の
診
療
日
に
四
百
円
の
一
部
負
 

担
金
を
医
療
機
関
に
支
払
う
こ
と
に
な
 

り
ま
す
。
 

総
合
病
院
の
場
合
は
、
各
診
療
科
を
 

ー
つ
の
医
療
機
関
と
し
て
み
な
し
ま
す
 

か
ら
、
原
則
と
し
て
各
診
療
科
ご
と
に
 

支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

入
院
時
の
一
部
負
担
金
は
、
 
一
日
当
 

り
三
百
円
で
す
。
た
だ
し
、
同
じ
病
院
 

ま
た
は
、
診
療
所
に
継
続
し
て
ニ
カ
月
 

（
健
康
・
船
保
・
日
雇
・
共
済
の
被
保
 

険
者
本
人
の
場
合
は
五
十
日
）
を
超
え
 

て
入
院
し
た
と
き
は
、
そ
の
後
は
支
払
 

う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
 

。
 

病

気

予

防

か

ら

 

十
 

リ

ハ

ビ

リ

テ

ー

 

離
 

ン
ョ
 
ノ

ま

で

 

老
人
保
健
制
度
で
は
、
壮
年
期
以
降
 

の
病
気
の
予
防
か
ら
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 

ョ
ン
ま
で
の
一
貫
し
た
保
健
サ
ー
ビ
ス
 

を
行
い
ま
す
。
 

お
年
寄
り
の
病
気
に
は
、
治
り
に
く
 

い
も
の
が
多
く
、
ふ
だ
ん
か
ら
の
健
康
 

管
理
が
大
切
で
す
。
 
こ
う
し
た
健
康
づ
 

く
り
は
、
 

一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
責
任
 

で
行
う
こ
と
が
大
切
で
す
が
、
そ
れ
と
 

併
せ
て
制
度
的
に
も
適
切
な
保
健
サ
ー
 

ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
 

が
必
要
で
す
。
 

こ
の
た
め
、
四
十
歳
以
上
の
加
入
者
 

を
対
象
と
し
て
、
町
が
健
康
相
談
や
健
 

康
診
査
、
機
能
訓
練
、
寝
た
き
り
の
人
 

の
訪
間
指
導
な
ど
、
各
種
の
保
健
事
業
 

を
実
施
し
ま
す
。
 

高額医療費が 

改正されました 

58年1月より 

病
気
や
ケ
ガ
の
と
き
、
 

5 万1 , 000円に 

国
保
に
加
入
 

し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、
 
一
部
負
担
 

金
を
支
払
う
だ
け
で
安
心
し
て
お
医
者
 

さ
ん
に
か
か
れ
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
一
 

部
負
担
金
が
多
く
な
る
と
、
 
一
定
額
を
 

超
え
た
分
に
つ
い
て
は
、
あ
と
か
ら
支
 

給
さ
れ
ま
す
（
高
額
療
養
費
制
度
）
。
 

し
か
し
、
年
々
増
え
つ
づ
け
る
医
療
 

費
は
、
わ
た
し
た
ち
の
国
保
財
政
を
圧
 

迫
し
つ
づ
け
、
今
回
や
む
を
得
ず
、
約
 

六
年
ぶ
り
に
高
額
療
養
費
の
自
己
負
担
 

限
度
額
を
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
 

し
た
。
 

昭
和
五
十
七
年
九
月
、
五
十
八
年
一
 

月
と
二
回
に
分
け
て
引
き
上
げ
ら
れ
ま
 

し
た
。
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
 

ま
す
。
 

な
お
、
高
額
療
養
費
に
つ
い
て
は
、
 

昨
年
十
一
月
号
に
掲
載
し
ま
し
た
が
、
 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
役
場
住
民
福
祉
課
 

国
保
係
へ
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
 

U
 

昭和58年2月1日 か い け 

'IL くおF以ニ、ねo 
所
得
税
の
確
定
申
告
が
始
ま
り
ま
す
 

所
得
税
の
確
定
申
告
の
時
期
が
近
づ
 

き
ま
し
た
。
 

確
定
申
告
を
 

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
 

次
の
よ
う
な
人
は
所
得
税
の
確
定
申
 

告
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

①
事
業
を
し
て
い
る
人
、
地
代
や
家
賃
 

収
入
の
あ
る
人
、
土
地
や
建
物
を
売
 

あ
 

報
 

広
 

エンゼルクイズ 

エンゼルは天使のつかいです 

あなたに幸ありますよう 

【問 題】 

1 、昨年のレコード大賞歌手は？ 

⑧沢田研二 ⑧松田聖子 ＠細川たかし 

2、ホームフリージングに向かない食品は？ 

⑧豆腐 ⑧くだもの ＠）魚貝類 

3 、卓球で球の打ち合いをなんという？ 

⑧レシーブ ⑧トス ⑥ラリー 

4 ' 「きしめん」はどこの名産？ 

④博 多 ⑧名古屋 ⑥盛 岡 

5、江戸時代、五街道の起点となったのは？ 

＠唐 門 ⑧日本橋 ⑥品 川 

【応募の要領】 

正解のABCいずれかの記号を官製ハガキ 

に記入のうえ、 2 月15日までに赤池町役場総 

務課文書広報ェンゼルクイズ係までお送り下 

さい。なお住所、氏名を明記して下さい。 

抽せんで正解者3名様に記念品を贈ります。 

D 例 問題lA 問題2B 問題3C 

【第80回の解答】 

1⑧ 2⑥ 3④ 4④ 5 @ 

【正解者】 

前回の応募総数5 通のうち、正解はありま 

せんでした。 

I-

【休 館 日】 

7日、11日、14日 

21日、28日 

【演 芸 日】 

3日、 6日、10日 

13日、17日、20日 

24日、27日 

、、、 

I 

っ
た
人
な
ど
で
、
昭
和
五
十
七
年
中
 

の
所
得
の
合
計
額
が
基
礎
控
除
、
扶
 

養
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
 

を
超
え
る
人
。
 

②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
給
与
の
年
収
が
 

一
千
万
円
を
超
え
る
人
や
、
ニ
カ
所
 

以
上
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る
人
、
 

給
与
以
外
の
所
得
金
額
が
、
年
間
一
一
 

十
万
円
を
超
え
る
人
。
 

な
お
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
雑
 

損
控
除
や
医
療
費
控
除
、
住
宅
取
得
 

控
除
な
ど
が
受
け
ら
れ
る
人
は
、
確
 

定
申
告
を
し
て
税
金
の
還
付
を
受
け
 

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

正
し
い
所
得
税
の
 

確
定
申
告
を
 

確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
 

人
が
申
告
を
」
『
」
っ
た
り
、
不
正
な
申
告
 

を
し
ま
す
と
、
後
で
、
不
足
の
税
金
を
 

納
め
る
だ
け
で
な
く
、
加
算
税
が
課
せ
 

ら
れ
、
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
り
 

ま
せ
ん
。
ま
た
、
不
正
な
行
為
に
は
普
 

通
よ
り
重
い
加
算
税
が
課
せ
ら
れ
ま
す
（
 

事
業
税
や
住
民
税
の
申
告
 

事
業
税
や
住
民
税
も
そ
れ
ぞ
れ
申
告
 

書
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
（
 

が
、
所
得
税
の
確
定
申
告
を
税
務
署
に
 

〇税務署の納税相談 

2月21日（商工会） 

〇税理士の無料納税相談 

2月22日（商工会） 

提
出
し
た
人
は
一
 

改
め
て
事
業
税
 

や
住
民
税
の
中
 

告
書
を
提
出
す
 

る
必
要
は
あ
り
 

ま
せ
ん
。
 

振
替
納
税
 

制
度
の
ご
 

利
用
を
 

あ
ら
か
じ
め
 

指
定
し
た
銀
行
 

な
ど
の
預
金
口
座
か
ら
振
替
に
よ
っ
て
 

納
税
す
る
制
度
で
、
手
数
が
少
な
く
て
 

す
み
、
大
変
便
利
で
す
。
 

) 間
い
合
せ
は
田
川
税
務
署
へ
 

。
0
9
4
7
4

④

0

4

3

0

 

固
定
資
産
課
税
台
帳
 

を
お
見
せ
し
ま
す
 

今
年
は
三
月
一
日
か
ら
ニ
十
日
ま
で
 

毎
年
三
月
は
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
 

従
覧
月
で
す
。
 

昭
和
五
十
七
年
中
に
家
屋
を
新
築
、
 

増
築
さ
れ
た
人
。
家
屋
の
所
有
権
を
移
 

転
し
た
人
、
土
地
を
購
入
し
た
人
な
ど
、
 

自
分
の
固
定
資
産
評
価
が
ど
の
よ
う
に
 

な
っ
て
い
る
か
不
安
の
方
も
お
ら
れ
る
 

と
思
い
ま
す
。
 

従
覧
場
所
は
、
役
場
税
務
徴
収
課
で
 

す
。
ご
不
審
の
点
は
、
窓
口
で
お
尋
ね
 

く
だ
さ
い
。
 

◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
◇
 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
 

交
通
安
全
協
会
赤
池
支
部
 

【
特
別
替
助
会
費
】
 

山
本
家
具
店
、
秋
元
商
店
、
久
富
建
設
、
 

竹
沢
組
、
藤
田
興
産
、
青
木
理
髪
店
、
 

香
月
章
 

社
会
福
祉
協
議
会
 

【
香
典
返
し
】
 

金
一
封
 
世
良
 
潔
美
 

（
鋤
木
田
）
 

金
一
封
 
丸
林
 

マ
ッ
ェ
（
諏
訪
山
）
 

【
快
気
祝
】
 

太
田
 

博
文
 

十
万
円
 

木
村
 
締
夫
 

五
万
円
 

【
寄
付
】
 

崎
山
 

国
男
 

崎
山
 

国
男
 

驚
班
＋
嚇
議
 

百
万
円
 

嬬
拝
魁
議
 

百
万
円
 

※
昨
年
十
一
月
号
の
寄
付
で
「
昭
和
 

三
十
八
年
度
赤
池
中
学
校
卒
業
生
一
同
」
 

と
あ
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
五
年
度
の
 

誤
り
で
し
た
。
 

〔
一
月
十
五
日
現
在
〕
敬
称
略
 

【福祉バス運行日】 

休館日、および祝祭日を 

除く毎日 

【仏教法話会】 

2月15日因午前11時から 

【心配ごと相談日】 

7日、17日、27日 

午前10時から午後3時まで 

、、 

 ノ 
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あ
 

報
 

広
 

忘れないで 

心にとめておきましよう 

不
動
産
無
料
 

相
談
所
開
設
 

皆
さ
ん
が
、
不
動
産
の
取
引
を
さ
れ
 

る
と
き
に
、
心
配
な
く
、
安
全
な
売
I貝
 

が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
た
、
不
動
産
の
 

ト
ラ
ブ
ル
や
そ
の
ほ
か
に
不
動
産
に
関
 

す
る
色
い
ろ
な
問
題
で
お
困
り
の
方
は
 

福
岡
県
と
社
団
法
人
福
岡
県
宅
地
建
物
 

取
引
業
協
会
と
の
共
催
で
、
無
料
相
談
 

所
が
開
設
さ
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
 

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
 

▽
日
・
場
所
 

〇
2
月
7

日
 
田
川
市
役
所
 

o
2
月
8

日
 
飯
塚
市
役
所
 

▽
時
間
 

10 

時
か
ら
 16 

時
ま
で
 

▽
相
談
員
 
弁
護
士
、
税
理
士
な
ど
 

最
低
賃
金
が
 

変
り
ま
し
た
 

福
岡
県
内
の
事
業
所
で
は
、
こ
の
最
 

低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ
な
け
 

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

▽
最
低
賃
金
1
1

日
、
3
0
6
0
円
 

（
時
間
給
、
3
8
3
円） 

▽
産
業
別
最
低
賃
金
 

o
卸
売
業
・
小
売
業
（
飲
食
店
除
く
）
 

3
2
7
8
円
（
の
4
1
0
円） 

〇
食
料
品
製
造
業
 
3
3
0
6
円
（
 

4
1
4
円） 

〇
出
版
・
印
刷
業
 

4
4
8
円） 

3
5
8
1

円
（
⑧
 

〇
機
械
・
金
属
製
品
等
製
造
業
 

8
5
円
（
の
4
3
6
円） 

〇
窯
業
・
土
石
製
品
製
造
業
 

6
円
（
O
4
3
0
円） 

っ
J
4
工 

っ
。
4
→ハ‘J 

※
精
皆
勤
手
当
・
通
勤
手
当
一
家
族
手
 

当
は
最
低
賃
金
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。
 

そ
の
他
の
業
種
の
最
低
賃
金
の
間
い
 

合
せ
等
は
、
田
川
労
働
基
準
監
督
署
 

へ
 

。
0
9
4
7
4
②
0
3
8
0
 

教
育
モ
ニ
タ
ー
募
集
 

政
府
の
文
教
施
策
に
つ
い
て
、
広
く
 

一
般
の
み
な
さ
ん
か
ら
批
判
、
意
見
、
 

要
望
等
を
開
き
、
文
教
行
政
の
参
考
と
 

す
る
た
め
、
次
の
と
お
り
教
育
モ
ニ
タ
 

ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
 

▽
仕
事
 
文
部
省
か
ら
の
文
書
に
意
見
 

な
ど
を
記
入
し
、
回
答
す
る
。
ま
た
、
 

文
教
行
政
に
対
す
る
意
見
な
ど
を
随
 

時
送
る
。
 

▽
申
込
先
 

福
岡
市
博
多
区
東
公
園
七
 

の
七
福
岡
県
教
育
庁
企
画
室
庶
務
係
 

▽
締
切
り
日
 

2
月
 25 

日
 

集
団
見
合
が
 

行
わ
れ
ま
す
 

身
体
障
害
者
の
み
な
さ
ん
へ
 

福
岡
県
身
体
障
害
者
結
婚
相
談
所
で
 

は、 

「
申
し
込
み
者
の
つ
ど
い
」
を
次
 

の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。
 

身
体
障
害
者
の
方
で
結
婚
を
希
望
さ
 

れ
る
方
は
、
身
体
障
害
者
福
祉
会
長
ま
 

た
は
、
身
体
障
害
者
相
談
員
を
通
じ
て
 

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

▽
日
時
 
3
月
6

日
岡
 

10 

時
半
か
ら
 

▽
会
場
 
福
岡
市
中
央
区
六
本
松
一
丁
 

目
 
県
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

▽
申
込
期
限
 

2
月
 25 

日
ま
で
 

▽
新
規
申
込
み
手
続
き
 
次
の
も
の
を
 

持
参
の
上
 
申
込
み
く
だ
さ
い
。
 

〇
申
込
書
（
相
談
所
に
準
備
）
o
住
 

民
票
一
通
〇
印
か
ん
o
写
真
二
枚
 

▽
申
込
先
 
福
岡
市
中
央
区
六
本
松
一
 

丁
目
二
の
二
十
 
福
岡
県
社
会
福
祉
 

セ
ン
タ
ー
内
、
福
岡
県
身
体
障
害
者
 

結
婚
相
談
所
 

。
0
9
2
1
7
5
1
1
3
2
3
9
 

県下一斉ねずみ駆除運動 

2月1日～28日 

△追放、クリーン作戦 

侵 入で き な く す る→通路をなくす 

住 み つ か せ な い→餌になるものの始末 

住んでもいられなくする→清掃、巣の取り除き 

家庭におけるネズミの防除作戦のコツ 

× 

①ネズミの道を見つける 

ネズミは、決った道しか通らないので、よく見ると、 

その道は、黒くなっていたり足跡がついていたりします0 

粉などをまいて足跡をつけさせると一層はっきりします。 

家ネズミが食物を求めるのは、このネズミ道からせいぜ 

い50cm程度離れたところです。 

②はじめは、このネズミ道やものかげに広範囲にエサを置 

きます。 

③ェサの量はあまるように。 

④ェサを食べなくても一日ごとに置き場所を変えてはいけ 

ません。 

⑤食べるようになってから毒ェサを与えます。 

毒ェサは、ラットライス、クマリンラット、ねずみと 

りバルサンなどの名前で売られています。 

⑥毒ェサは、食べたらおしみなく与えます。 

この薬は、ネズミが5 -6 日っづけて食べないと効果 

J、ぐメ士1。士」＋A ，全【七プ冬一H プ、‘、イ太す？ン タ’メでるす．、 

× ”ェレ小4‘レ。一’、 一、ー’ーーノ ーv ノ 

統―地方選挙の日程が 

次のとおり決まりました 

選挙期日告示の日及び選挙の期日 

選挙の区別 選挙期日の告示日 選挙期日 

知 事 3 月16日 

4 月10日 
県議・指定市議 3 月29日 

指定市議以外の市議・市長 4 月14日 
4 月24日 

町村の議員・長 4 月17日 

選挙人名簿登録日及び基準日 

選挙の区別 基準日 登録日 

知 事 3 月14日 3月15日 

県議・指定市議 3 月27日 3 月28日 

指定市以外の市議・市長 4 月12日 4 月13日 

町村の議員・長 4 月15日 4 月16日 

※赤池町議会議員一般選挙立候補予定者説明会=3月上旬 

に開催予定 


